
全数届出見直しに伴う大阪府の対応方針

高齢者・重症化リスクのある者への保健医療の重点化と患者の療養期間の見直しを行うなど、新型コロナウイルス対策の新たな段階に移行
⇒今後、今回を上回る感染拡大が生じても、一般医療や救急医療等を含む我が国の保健医療システムを機能させながら、社会経済活動を維持

①全国一律の全数届出の見直し（９月26日～）※宿泊療養や配食等は、届出の有無にかかわらず、希望する患者に対して実施可能
②全国民を対象としたオミクロン株対応のワクチンの接種推進（10月半ばを目途）
③陽性者の自宅療養期間を短縮（９月７日～）

○国方針に基づき、９月26日から全数届出を見直し。

○届出対象外患者の情報を登録する「陽性者登録センター」（新設）と、登録者への支援等につなげる「自宅待機SOS」の機能を合わせた
「健康フォローアップセンター」を新たに設置。

○新型コロナが感染症法上２類相当とされていることから、原則、宿泊療養や配食等の自宅療養支援を継続。

○自宅療養者の外出自粛のあり方や治療薬の普及など国の動向や他府県の状況も踏まえつつ、
新型コロナウイルス感染症にかかる保健、医療・療養体制について、段階的に、通常の疾患における体制への移行をめざす。

⇒行政主導による体制整備から、医療機関、高齢者施設等、府民が各自、「備え」や「対策」を行う「With コロナ」体制への転換

府の対応方針

■患者の発生届出の対象を、「全数」から、「４類型」に限定
※４類型：①65歳以上の者、②入院を要する者、③治療が必要な重症化リスク者、④妊娠している者

■自宅で速やかな療養開始を希望する方は、検査キットでセルフチェックし、健康フォローアップセンターに連絡して自宅で療養
■発生届出対象外患者が安心して自宅療養可能な環境を整備（健康フォローアップセンター）
■陽性者や濃厚接触者に対する外出自粛要請は継続、届出対象者は就業制限有
（症状軽快から24時間経過又は無症状の場合には、自主的な感染予防行動の徹底を前提に、生活必需品の買い出しなど必要最小限の外出を許容）

■届出対象外患者の方も含めて、感染者総数を継続把握
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９月８日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「Withコロナに向けた政策の考え方」の主な概要

全数届出見直しの概要
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【全数届出見直し後】受診から療養解除までの流れ
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② ６５～7４歳のうち、重症化
リスク因子を複数持つ者
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④ 発生届が提出された者の
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（※１）重症化リスクのある者：悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（COPD等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満（BMI30以上）、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下の者
(※２)治療：新型コロナ治療薬（中和抗体薬（ﾛﾅﾌﾟﾘｰﾌﾞ、ｾﾞﾋﾞｭﾃﾞｨ）、抗ウイルス薬（ﾊﾟｷﾛﾋﾞｯﾄﾞ、ﾗｹﾞﾌﾞﾘｵ、ﾍﾞｸﾙﾘｰ）、免疫抑制・調整薬(ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬、ﾄﾘｼｽﾞﾏﾌﾞ、ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ）の投与または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
（※3）発生届対象外の者が治療（新型コロナ治療薬の投与や新たに酸素投与）が必要になった場合や、入院を要する場合は、医師による発生届の提出が必要（保健所長が提出する場合も考えられる）。
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届出対象外の者

健康フォローアップセンター
（陽性者登録センター＋自宅待機SOS）



健康フォローアップセンター

◆国の全数届出見直しを踏まえ、新たに「陽性者登録センター」を設置。
◆「陽性者登録センター」 と既存の「自宅待機SOS」を府の健康フォローアップセンターと位置付け。
◆「陽性者登録センター」では、原則、陽性者の登録をWEBで受付（WEBが使えない方などは電話受付）。
◆「陽性者登録センター」への登録については、登録完了を通知。療養証明書は発行せず。
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健康フォローアップセンター

①原則、ＷＥＢ申請

令和４年９月２６日開始

②登録完了の通知

（※）発生届の提出対象者は、
診療・検査医療機関等で受診
①65歳以上の者 ②入院を要する者
③重症化リスクがあり、治療薬や
酸素投与が必要な者

④妊婦

○原則、WEBで申し込み
・ 申込届出時には必要項目を入力
（①氏名、②性別、③生年月日、④住所、
⑤電話番号、⑥メールアドレス、⑦発症日等）

・ 本人確認書類、検査キット等の写真を貼付
※検査キットの他PCR証明書、医療機関
証明でも可

○登録完了通知に、宿泊療養、外来診療、配食サービス
等の申込先である「自宅待機SOS」等を案内
※発生届の提出対象者は登録の対象外

●陽性者登録センターWEB受付（24時間）【新規】

③申込み

●自宅待機
SOS電話受付
（24時間）
【既存】

○健康相談
○外来、往診、
オンライン
診療の案内

○宿泊療養、
簡易配食、
パルスなどの
手続き案内
など

※政令・中核市の配食、
パルスは各市窓口へ
申込みが必要
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○電話による登録（補完的に実施）
・WEB申込ができない者（聞き取り項目は同じ）
※検査キット等陽性の確認、医療機関の受診状況など、口頭確認

専用電話 06-4400-0923(受付時間:9:00～17:00)
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●配食・パルスセンター
（簡易・通常配食＋パルス）

（府管轄保健所）③ＷＥＢ・電話申込み

(QRコード)

大阪府 陽性者登録センター 検索
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